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令和５年度地域障害児支援体制充実のための ICT 化推進事業の実施について 

 

 

 障害児支援現場の業務効率化及び職員の業務負担を軽減することを目的とし

て、今般、別紙のとおり「令和５年度地域障害児支援体制充実のための ICT 化

推進事業実施要綱」を定め、令和５年 11 月 29 日から適用することとしたので

通知する。 

  

  



 

  

（別紙） 

 

令和５年度地域障害児支援体制充実のための ICT 化推進事業実施要綱 

 

１．目的 

  障害児支援分野における ICT 活用により、障害児支援現場における業務効
率化及び職員の業務負担軽減を推進しながら、安全・安心な障害児支援体制

の充実を図ることを目的とする。 

 

２．実施主体 

  本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市（以下「都道府県等」

という。）とする。 

 

３．対象者 

  障害児支援事業者及び障害児相談支援事業者（以下、「障害児支援事業者

等」という。）とする。 

 

４．定義  
（１）「障害児支援事業者」とは、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第６

条の２の２第１項に規定する「障害児通所支援事業」又は児童福祉法第

７条第２項に規定する「障害児入所支援」を行う者をいう。 

（２）「障害児相談支援事業者」とは、児童福祉法第６条の２の２第７項に規

定する「障害児相談支援事業」を行う者をいう。 

  
５．事業内容等 

 障害児支援分野における ICT 化を推進するため、（１）又は（２）の事業

のうち、いずれかの事業について取組を実施し、又は両方の事業に取り組む

ことも可能とする。 

（１）障害児支援分野のＩＣＴ導入モデル事業 

ア 都道府県等は、管内の ICT 導入に伴う補助を希望する障害児支援事業
者等を対象に ICT 導入に伴う研修会を開催する。本研修会への参加は、

障害児支援事業者等が ICT 導入に伴う補助を受けるための要件とする。  

イ 都道府県等は、管内の障害児支援事業者等からの当該事業に係る事業

計画書及び積算内訳書に基づき、ICT 導入に要する費用を補助する。  

ウ 都道府県等は、本事業により ICT を導入した障害児支援事業者等に対

し、障害児支援事業者等における ICT の導入状況について、当該事業に
係る実績報告書及び精算内訳書により、事業完了年度の翌年度の４月末

日までに報告を求める。  

エ 都道府県等は、本事業により ICT を導入した障害児支援事業者等に対

し、客観的かつ定量的な指標に基づいて ICT 導入前後の比較を行い、生

産性向上による業務効率化及び職員の業務負担軽減の効果等について報

告させるとともに、これらをとりまとめの上、別に定める期限までに国
に報告する。  

また、都道府県等は、全国の障害児支援事業者等における ICT の導入



 

  

の参考に資するよう、ICT を導入した障害児支援事業者等に対し、導入製
品の内容や導入効果等についてホームページ等により公表させるととも

に、これらの公表状況について取りまとめ、ICT の活用モデルとして、都

道府県等のホームページに掲載する等により広く情報提供すること。 

また、これらの報告及び公表状況については、こども家庭庁において

も、ICT の活用モデルとして公表等を行う可能性があるので、事前に障害

児支援事業者等の同意を得ること。 
（２）児童発達支援センター等におけるオンライン環境整備事業 

ア 都道府県等は、管内の児童発達支援センター（地域の実情により、児童

発達支援センターを設置していない場合であって、児童発達支援事業所

等の関係機関が連携することにより、障害児支援の中核機能を整備して

いる場合を含む。（以下、「児童発達支援センター等」という。））が行

う地域の事業所等との連携・調整等のオンライン化のための ICT 導入に
要する費用を補助する。その際、都道府県等は、児童発達支援センター等

からの当該事業に係る計画書及び積算内訳書に基づき補助を行うこと。 

イ 都道府県等は、本事業によりオンライン環境を整備した児童発達支援

センター等に対し、実際の活用方法等について、当該事業に係る実績報

告書及び精算内訳書により、事業完了年度の翌年度の４月末日までに報

告を求める。 
 

６．補助対象 

（１）情報端末（タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、インカム） 

（２）ソフトウェア（開発の際の開発基盤のみは対象外） 

（３）通信環境機器等（Wi-Fi ルーターなど） 

（４）保守経費等（クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研

修、セキュリティ対策など） 
［留意事項］ 

○５の（１）の事業 

・当該年度中に係る経費のみを対象とする。 

・（１）の情報端末については、業務効率化及び職員の業務負担軽減に効果

のあるハードウェアが対象である。たとえば、障害児支援等の提供に関

する記録の入力が支援提供場所で完結し、また、その場で利用者の情報
を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担

を軽減し、効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなど、ICT

技術を活用したものを対象とする。 

 ・（２）のソフトウェアについては、以下の①②のいずれかに該当する製

品を対象とする。いずれの場合も研究開発品ではなく、企業が保証する

商用の製品であること。 
① 事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共

有業務（事業所内外の情報連携含む。）、請求業務を一気通貫（転記等

の業務が発生しない）で行うことが可能となっているものであるもの。 

② バックオフィス業務（業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、

人事、給与、ホームページ作成などの業務）のためのソフトウェアであ

って、転記等の業務が発生しない一気通貫（転記等の業務が発生しな



 

  

い）の環境が実現できるもの。 
  ・（３）の通信環境機器等及び（４）の保守経費等については、（１）の

情報端末及び（２）のソフトウェアの導入に必要なものに限り対象とす

る。 

・インターネット回線使用料等の通信費、その他本事業の目的・趣旨から逸

脱している経費は対象外とする。 

○５の（２）の事業 
・当該年度中に係る経費のみを対象とする。 

・（１）の情報端末については、地域の他事業所等との情報共有、意見交

換、保護者との面接（個人・グループを問わず）を行うためのハードウェ

アが対象である。 

・（２）のソフトウェアについては、オンラインミーティング等を実施する

ためのものや、容量の大きいファイルを共有するための商品であること。 
・（３）の通信環境機器等及び（４）の保守経費等については、（１）の情

報端末及び（２）のソフトウェアの導入に必要なものに限り対象とする。 

・インターネット回線使用料等の通信費、その他本事業の目的・趣旨から逸

脱している経費は対象外とする。 

 

７．その他要件等 
（１）経済産業省が実施している「サービス等生産性向上 IT 導入支援事業」

及び厚生労働省が実施している「障害福祉分野の ICT 導入モデル事業」

により補助を受けた ICT 導入事業については本事業の補助対象となら

ないこと。 

（２）令和５年■月■日障発■第■号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉

部長通知の別紙「障害福祉分野のロボット等導入支援事業（令和５年度

補正予算分）実施要綱」による補助事業の対象となるものについては、

本事業の補助対象とならないこと。 

（３）障害児支援事業所等が補助対象経費を算定するに当たっては、補助金

の適正化や経済性の観点から、あらかじめ複数の業者から見積書を徴

し、原則として最低価格を提示した業者を選定すること。 

（４）過去に障害福祉サービス事業者等に対する同様の ICT 導入支援補助金
（「令和４年度障害福祉分野の ICT 導入モデル事業」等）により補助を

受けて同種の ICT 機器等を購入したことがある障害児支援事業者等は、

５の（１）の事業による補助の対象とならないこと。 

（５）次の①及び②の条件を満たす障害児支援事業所等による ICT 導入事業

について、国において５の（１）の事業による補助対象を選定する際に

優先的な採択を行うものとする。 

①本補助事業の交付申請時において「福祉・介護職員処遇改善加算」を

算定しているか、あるいは交付申請後おおむね３か月以内に取得見込

みであることを都道府県等が認めた場合。 

②ICT 導入によって得られた生産性向上による業務効率化及び職員の業

務負担軽減により、超過勤務手当等の経費に金銭的剰余が出た場合

に、当該費用を利用者が受ける障害児支援事業の質の向上や職員の賃
金改善に資する取組に適切に使用することとし、その旨を職員等に周



 

  

知する旨を申し出た場合。 
 

８．経費の補助 

国は、本事業に要する費用の一部について、別に定めるところにより補助

するものとする。 

 

 


